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１ 令和６年度から実施する支所等による地域支援強化策

地域の安心・安全な生活を守る支援 【一部の中山間地域】

地区まちづくりへの包括的支援の強化 【全地区】

 経験豊富な定年延長世代を中心に中山間地域の支所にモデル的に配置

（令和６年度は消防職員2名で調整中）

 地域共同作業等のほか、地区防災組織への支援も実施

 地域の担い手不足に対する効果を検証しながら順次拡大を見込む

 支所長補佐（地域きらめき隊員）を支所長と同様に

地区のまちづくり全般を支援する役割に任命

 地域の実情に応じて従来の地域きらめき事業（地域おこし活動）を引き継ぐ

 地域きらめき隊の任命は発展的に解消

取組 １

取組 ２

２



２ 取組１ 地域の安心・安全な生活を守る支援 【一部の中山間地域】

 中山間地域において安心・安全な暮らしを維持するための担い手不足により、

人的資源が必要となってきている。

 災害時の初期対応を迅速に実施する必要がある。

（１）取組の背景

 令和６年度は、経験豊富な消防職員２名を「地域支援職員※」として

小田切・芋井支所（市土木職員が未配置）を対象に配置予定

 地域共同作業等に従事するほか、住民の立場にたって地区防災組織の活動等

を支援

※ 地域支援職員・・・消防局総務課付けで支所に駐在し、支所長の指示のもと

業務を行う。

（２）取組の概要

令和６年度の

モデル事業

３



（３）主な取組内容 ４

①地域共同作業等の支援

・地区内回覧物の配布

・生活道路の維持管理

（支障木処理及び除草、簡易穴埋め、除雪など）

・消防水利施設の維持管理 ・野生鳥獣対応

②地域福祉に関する支援

・区等の災害発生時の避難行動を主導

・高齢者等の見守り活動の支援

③災害応急対応

・災害発生時の市道等の現地確認

・通行止め等の初期処理

④自主防災組織の活動支援

・自主防災会長等への支援及び訓練等の企画運営補助

・消防局 警防課 地域防災支援室 業務への協力

中山間地域の担い手不足の補完及び、
消防職員の経験・知見を活かした安心・安全につながる住民活動の支援



３ 取組２ 地区まちづくりへの包括的支援の強化 【全地区】

 地域住民にとって支所は一丸となった支援主体であり、支所長と支所長補佐の

区別なく包括的な支援を期待

 地域から、支所長と支所長補佐はいずれも、地区まちづくり活動のパートナーで

あり、 役割（活動）を分ける必要があるのかとの声がある

 地区の特性等により、地域きらめき事業（主に地域おこし活動）がなじむ地域と

そうでない地域がある

（１）取組の背景

（２）現支援体制 ＜課題など＞

 BはAに含まれるが、その活 動 の 境 目 が

あいまい

 支所長と支所長補佐が、地域の実情に応じて

ともに地区まちづくり活動を包括的に支援

することが効果的

 一部の中山間地域のニーズが“地域おこし”か

ら“生活の維持・確保”に変化

⇒一律に地域おこしに取り組むことは困難

５

Ａ 地区活動支援担当（支所長）

地区まちづくり活動

Ｂ 地域きらめき隊員(支所長補佐)

地域きらめき事業



 支所長補佐を支所長と同様に地区のまちづくり全般を支援する

「地区活動支援担当」に新たに任命

 地域の実情に応じて従来の地域きらめき事業を引き継ぐ

 支所長補佐に対する「地域きらめき隊」としての任命は発展的に解消

(３)取組の概要

(４)支援体制の整理

※第一から第五地区は、５地区の統括課長補佐が新たに地区活動支援担当となる。

Ａ 地区活動支援担当（支所長）

地区まちづくり活動

６

Ａ+Ｂ 地区活動支援担当
（支所長、支所長補佐）

包括的に地区まちづくりを支援Ｂ 地域きらめき隊員(支所長補佐)

地域きらめき事業


